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金融所得課税の一体化
――デリバティブ等の取扱い

図表１　金融商品に係る課税方式

インカムゲイン キャピタルゲイン
／ロス

上場株式・
公募株式投信 申告分離 申告分離

特定公社債・
公募公社債投信 申告分離 申告分離

デリバティブ取引 申告分離

預貯金等 源泉分離 ―

（出所）金融庁「平成28年度税制改正について－税制改正大綱における金融庁関係の主要項目－」（平成28年
12月）を一部修正

図表２　現物株式とデリバティブを併用した投資の例と税制（トータルで損失が出た場合）

０
１
６
年
１
月
１
日
よ
り
、

特
定
公
社
債
・
公
募
公
社
債

投
信
の
利
子
・
分
配
金
・
譲
渡
損
益
・

償
還
損
益
に
つ
い
て
、
上
場
株
式
や

公
募
株
式
投
信
の
配
当
・
分
配
金
・

譲
渡
損
益
・
償
還
損
益
と
の
損
益
通

算
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
現
行
制
度
で
は
、
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
は
、
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
所
得
の
中
で
の

み
損
益
通
算
が
可
能
で
、上
場
株
式
・

公
募
株
式
投
信
や
特
定
公
社
債
・
公

募
公
社
債
投
信
と
の
損
益
通
算
が
で

き
な
い
。
ま
た
、
預
貯
金
の
利
子
は

源
泉
分
離
課
税
で
他
の
所
得
と
の
損

益
通
算
は
で
き
な
い
。
ペ
イ
オ
フ
に

よ
る
損
失
は
税
務
上
な
か
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
、
他
の
所
得
と
の
損
益

通
算
は
で
き
な
い
（
図
表
１
）。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
金
融
庁
の
平

成
28
年
度
税
制
改
正
要
望
に
は
「
金

融
商
品
に
係
る
損
益
通
算
範
囲
を
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
・
預
貯
金
等
に
つ

い
て
も
拡
大
す
る
こ
と
」
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
た
が
、
平
成
28
年
度
税
制

改
正
で
は
見
送
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、

で
３
０
０
０
株
、
１
５
０
万
円
で
購

入
す
る
一
方
で
、
ミ
ニ
日
経
平
均
先

物
を
１
万
５
０
０
０
円
で
１
単
位

（
想
定
元
本
１
５
０
万
円
分
）
売
り

つ
け
た
。
こ
れ
は
、
市
場
全
体
の
株

価
下
落
リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
で
き
、
Ａ

社
株
価
の
上
昇
率
が
日
経
平
均
株
価

の
上
昇
率
を
上
回
れ
ば
利
益
が
得
ら

れ
る
（
逆
で
あ
れ
ば
損
失
と
な
る
）

投
資
手
法
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
マ
ー

ケ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
戦
略
）。

　

そ
の
後
、
こ
の
投
資
家
の
予
想
に

反
し
て
日
経
平
均
株
価
は
１
万
７
０

０
０
円
ま
で
上
昇
（
13
・
３
３
％
上

昇
）
す
る
一
方
、
Ａ
社
の
株
価
の
上

昇
は
５
４
０
円
ま
で
（
８
％
上
昇
）

に
と
ど
ま
っ
た
と
す
る
。

　

こ
の
場
合
、
こ
の
投
資
家
は
Ａ
社

株
式
の
売
却
に
よ
り
12
万
円
（
１
６

２
万
円

－

１
５
０
万
円
）
の
利
益
を

得
る
一
方
、
ミ
ニ
日
経
平
均
先
物
の

差
金
決
済
で
20
万
円
の
損
失
が
発
生

す
る
。
結
果
、
８
万
円
の
損
失
と
な

る
（
説
明
の
簡
略
化
の
た
め
、
手
数

料
は
考
慮
し
な
い
。
以
下
同
じ
）。

　

税
制
上
は
、
前
述
の
と
お
り
現
物

平
成
28
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、

「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
含
む
金
融
所
得

課
税
の
更
な
る
一
体
化
に
つ
い
て
は
、

証
券
・
金
融
、
商
品
を
一
括
し
て
取

り
扱
う
総
合
取
引
所
の
実
現
に
も
資

す
る
観
点
か
ら
、
意
図
的
な
租
税
回
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、
引
き
続

き
検
討
す
る
」（
傍
点
は
筆
者
）
と
、

今
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
た
。

現
物
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
の

損
益
通
算
が
で
き
な
い

場
合
の
問
題
点

　

現
行
税
制
で
は
、
現
物
の
上
場
株

式
に
対
す
る
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
と
し
て

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
利
用
し
て
も
、
そ

の
損
益
が
通
算
で
き
な
い
。
こ
の
デ

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
も

と
に
説
明
す
る
。

　

あ
る
個
人
投
資
家
が
、
基
本
的
に

は
Ａ
社
株
式
の
株
価
は
上
昇
す
る
と

予
想
す
る
一
方
、
市
場
全
体
の
株
価

は
過
熱
感
か
ら
下
落
し
、
Ａ
社
の
株

価
も
市
場
に
連
動
し
て
下
落
す
る
リ

ス
ク
も
あ
る
と
予
想
し
た
と
す
る
。

　

そ
こ
で
、
Ａ
社
株
式
を
５
０
０
円

の
相
互
の
損
益
通
算
（
お
よ
び
繰
越

控
除
）
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

租
税
回
避
防
止
措
置

　

個
人
の
場
合
、
税
制
上
、
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
損
益
は
、
差
金

等
決
済
を
し
た
年
（
暦
年
）
の
所
得

と
し
て
扱
う
。
こ
の
た
め
、
建
玉
の

一
部
を
年
内
に
決
済
し
、
残
り
を
翌

年
に
決
済
す
る
な
ど
に
よ
り
、
年
単

位
の
損
益
を
意
図
的
に
操
作
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
租
税
回
避

を
防
ぐ
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
例

え
ば
次
の
２
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
１

つ
は
、
租
税
回
避
行
為
と
さ
れ
る
取

引
を
定
義
し
、
そ
の
取
引
に
よ
る
所

得
を
否
認
す
る
方
法
で
あ
る
。
も
う

１
つ
は
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ

い
て
す
べ
て
時
価
評
価
し
、
課
税
を

す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
回
避
行
為
の

効
力
を
無
効
に
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

１
つ
目
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、

同
一
の
指
数
先
物
取
引
に
対
し
、
買

い
と
売
り
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
っ
た

う
え
で
、
含
み
益
の
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ

す
る
と
、
Ａ
社
株
式
の
譲
渡
益
12
万

円
に
対
し
て
、
税
率
20
・
３
１
５
％

で
課
税
さ
れ
、
２
万
４
３
７
８
円
の

税
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。
ト
ー

タ
ル
で
は
８
万
円
の
損
失
に
な
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
加

え
て
税
金
も
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
投
資
家
の
負
担
が
重
い
。

　

ち
な
み
に
、
ミ
ニ
日
経
平
均
先
物

に
よ
る
20
万
円
の
損
失
は
、
制
度
上

は
（
同
年
お
よ
び
翌
年
以
後
３
年
間

の
）
他
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
利

益
と
損
益
通
算
（
繰
越
控
除
）
を
行

う
こ
と
は
で
き
る
が
、
実
際
に
損
益

通
算
（
繰
越
控
除
）
が
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
物
株
式
と
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
併
用
し
て
投
資
を

行
っ
た
場
合
、
ト
ー
タ
ル
で
損
失
が

生
じ
て
い
て
も
課
税
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
生
じ
う
る
。
現
物
と
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
の
相
互
で
損
益
通
算
が
で
き

れ
ば
、
ト
ー
タ
ル
で
損
失
が
出
た
場

合
に
税
金
が
課
さ
れ
る
こ
と
も
な
く

な
る
し
、
翌
年
以
降
に
損
失
の
繰
越

控
除
を
認
め
れ
ば
、
翌
年
以
降
の
利

益
と
通
算
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

　

個
人
投
資
家
が
多
様
な
金
融
商
品

に
投
資
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る

た
め
、
現
物
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

株
式
の
利
益
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

の
損
失
を
通
算
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
た
め
、
こ
の
投
資
家
が
同

じ
年
に
他
の
取
引
の
損
益
が
な
い
と

２
現在、損益通算が
認められている範囲

さらなる一体化につい
ては引き続き検討

（注）説明の簡略化のため、手数料は考慮していない。
（出所）大和総研作成

株価： 円
, 株購入
万円で購入

〈Ａ社株式〉

約定単価：１万 , 円
１単位（日経平均株価× 円）の売り
（想定元本 万円分の売り）

〈ミニ日経平均先物〉

１万 , 円で反対売買（買埋）
（差金決済で 万円の損失）

〈ミニ日経平均先物〉

株価： 円
, 株売却
万円で売却

（ 万円の利益）

〈Ａ社株式〉

トータルで８万
円の損失。税制
上は損益通算で
きず、Ａ社株式の
譲渡益に対して
. ％（２ 万
円）が課税

される
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鳥
毛
拓
馬
●
と
り
げ
・
た
く
ま

大
和
総
研
主
任
研
究
員　

A
F
P

金
融
・
証
券
税
制
、
金
融
商
品
会
計
を
中
心
に
税
制
、
会
計
制
度
の
調
査
に
従
事
。
著
書
と
し
て
、

「
税
金
読
本
」「
法
人
投
資
家
の
た
め
の
証
券
投
資
の
会
計
・
税
務
」（
い
ず
れ
も
共
著
、大
和
証
券
刊
）

な
ど
。

投
資
家
に
と
っ
て
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
の
利
便
性
が
さ
ら
に
高
ま
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
際
に
租
税
回
避
行

為
に
つ
い
て
特
定
口
座
内
で
そ
の
損

益
を
否
認
す
る
よ
う
な
規
制
を
導
入

す
る
な
ら
ば
、
証
券
会
社
等
は
取
引

の
た
び
、
租
税
回
避
行
為
が
あ
る
か

否
か
の
判
定
を
行
う
必
要
が
生
じ
る

こ
と
と
な
り
、
対
応
が
困
難
と
な
る
。

複
数
の
特
定
口
座
に
ま
た
が
っ
て
租

税
回
避
が
行
わ
れ
た
場
合
の
対
応
も

難
し
い
。

　

ま
た
、
も
し
年
末
時
点
で
時
価
評

価
を
行
っ
て
特
定
口
座
内
で
源
泉
徴

収
す
る
場
合
、
投
資
家
は
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
の
証
拠
金
と
は
別
に
納
税
資
金

を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
納
税

資
金
が
不
足
す
る
場
合
の
源
泉
徴
収

が
困
難
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

損
益
通
算
範
囲
の
拡
大
が
行
わ
れ

る
際
に
は
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
用
い

た
租
税
回
避
を
防
止
す
る
必
要
は
あ

ン
を
維
持
し
つ
つ
、
含
み
損
の
あ
る

ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
取
引
は
、

翌
年
に
利
益
を
繰
り
延
べ
る
目
的
の

取
引
と
し
て
「
租
税
回
避
行
為
」
と

定
義
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

米
国
の
ス
ト
ラ
ド
ル
・
ル
ー
ル（
ベ

ー
シ
ッ
ク
・
ス
ト
ラ
ド
ル
）
で
は
、

こ
の
よ
う
な
取
引
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
含
み
益
の
限
度
で
当
該
損
失
の

認
識
は
否
認
さ
れ
、
翌
年
以
降
に
繰

越
さ
れ
る
。
残
り
の
損
失
は
、
含
み

益
の
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
実
現
し
た

年
に
認
識
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
米
国
で
は
当
該
ル
ー

ル
の
適
用
対
象
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
租
税
回
避
行
為
で
な
い
取

引
に
も
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
と
い

う
問
題
が
生
じ
て
い
る
（
米
国
の
ス

ト
ラ
ド
ル
・
ル
ー
ル
の
詳
細
は
、
Ｅ

Ｙ
税
理
士
法
人
「
金
融
取
引
に
係
る

租
税
回
避
へ
の
防
止
策
に
関
す
る
調

査
研
究
」（
金
融
庁
か
ら
の
受
託
調
査
、

２
０
１
４
年
１
月
31
日
）
を
参
照
）。

「
租
税
回
避
行
為
」
の
定
義
・
判
断

基
準
を
設
け
る
こ
と
や
、
そ
の
投
資

家
へ
の
周
知
は
困
難
で
あ
る
。

　

２
つ
目
に
関
し
て
は
、
米
国
で
は

「
１
２
５
６
条
契
約
」
と
し
て
、
上

場
先
物
取
引
等
に
つ
い
て
は
、
毎
年

末
時
価
評
価
の
対
象
と
し
、
年
末
時

点
で
決
済
し
た
も
の
と
み
な
し
た
場

合
の
損
益
に
課
税
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
規
制
を
導
入
し
た
場
合
、
投

資
家
は
未
決
済
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
得
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
税
資
金
を
用

意
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
、

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
そ
の
も
の
が
抑

制
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
特
定
口
座

　

こ
の
ほ
か
、
特
定
口
座
に
つ
い
て

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
将
来
的

に
は
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
損
益

通
算
を
特
定
口
座
で
行
え
る
よ
う
に

し
、「
源
泉
徴
収
あ
り
」
の
特
定
口

座
で
の
取
引
で
あ
れ
ば
確
定
申
告
を

不
要
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

を
行
っ
た
際
の
損
益
計
算
を
証
券
会

社
等
が
行
う
こ
と
と
な
る
。
確
定
申

告
と
納
税
の
手
間
も
省
け
る
た
め
、

る
が
、
複
雑
な
規
制
を
行
う
と
証
券

会
社
等
の
対
応
が
困
難
に
な
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
規
制
を
導
入
す
る

際
に
は
、
実
務
に
配
慮
し
た
検
討
を

行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

預
貯
金
と
の
損
益
通
算
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
い
て
、

現
状
で
は
、
預
貯
金
口
座
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
と
の
紐
づ
け
は
予
定
さ
れ
て

い
な
い
。
預
貯
金
の
個
人
口
座
は
10

億
口
座
以
上
あ
る
た
め
、
そ
の
紐
づ

け
に
は
、
多
く
の
コ
ス
ト
が
か
か
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
紐
づ

け
た
預
貯
金
口
座
に
お
け
る
利
子
に

つ
い
て
、
他
の
金
融
商
品
の
損
失
と

損
益
通
算
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

で
、
預
貯
金
者
に
預
貯
金
口
座
へ
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
紐
づ
け
を
促
す
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
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